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1 国家構成国家構成国家構成国家構成 

 1650 年にポルトガルから独立し建国したオマーン・スルタン国
（“ オマーン” ）は、湾岸諸国で最も古い独立国家である。オマーン
の司法は民法により、法案は、まず国王省が“ 勅令” の形で発布し、
官報により告示される。次に、省庁および行政機関が、省令により法
を制定し、法規を実施する。商工業省が、オマーンにおける知的所有
権に関する事柄を管轄する。 

2 協定協定協定協定 

オマーンは、下記の世界知的所有権機関（WIPO）条約に加盟してい
る： 

• 工業所有権の保護に関するパリ条約（1999 年 7 月 14 日加盟） 

• 文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（1999 年 7

月 14 日加盟） 

• 特許協力条約（PCT）（2001 年 10 月 26 日加盟） 

• 標章の国際登録に関するマドリッド協定（2007 年 10 月 16 日加
盟） 

• 意匠の国際寄託に関するハーグ条約（2009 年 3 月 4 日加盟） 

• 外国公文書の認証を不要とするハーグ条約（2012 年 1 月 30 日加
盟） 

• 衛生により送信される番組伝送信号の伝達に関するブリュッセル
条約（2008 年 3 月 18 日加盟） 

• 特許手続き上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
（2007 年 10 月 16 日加盟） 

• 特許法条約（2007 年 10 月 16 日加盟） 

またオマーンは以下の機関・協定にも加盟している： 

• WTO 

• 知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定（TRIPS）（2009

年 11 月 9 日加盟） 

• 湾岸協力会議の特許局（1992 年 12 月加盟） 
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3 知的所有権知的所有権知的所有権知的所有権にににに関関関関するするするする法律法律法律法律  

下記の知的所有権を取り扱う特定の法律が制定されている： 

• 新品種植物の育成者権に関する法律を発布する勅令 2009 年第 49

号（2010 年） 

• 工業所有権およびオマーンでの実施（勅令 2008 年第 7 号） 

• 著作権および著作隣接権に関する法律を発布する勅令 2008 年第
65 号 

• 消費者保護法を発布する勅令 2002 年第 81 号 

• 民事訴訟および商事訴訟に関する法律を発布する勅令 2002 年第
29 号  

• 特許法（勅令 2000 年第 82 号） 

• 工業所有権およびオマーンでの実施に関する法律に基づく規定
2008 年第 105 号 

• 工業デザインに関する法律（勅令 2000 年第 39 号） 

• 集積回路設計の保護に関する法律（勅令 2000 年第 41 号） 

• 新品種植物の保護に関する法律（勅令 2000 第 92 号） 

• 商標法（勅令 2000 年第 38 号） 

• 地理的表示保護に関する法律（勅令 2000 年第 40 号） 

• 著作権および関連権利の保護に関する法律（勅令 2000 年第 37

号） 

4 商標商標商標商標  

(a) 定義定義定義定義：：：：    商標とは、製造、選定、取引、販売を目的とした表示か
ら商品、製品、サービスが商標の所有者に属するものであること
を区別するために用いられる特定の標識を言う。 

(b) 保護保護保護保護およびおよびおよびおよび権利権利権利権利：：：：    勅令 2000 年第 38 号により、オマーンでの商
標の使用には、商標登録が必要とされている。オマーンは、商標
登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
を採用している。オマーンは、パリ条約に加盟しているため、登
録申請者は、6 ヶ月間の優先期間が与えられる。また、オマーン
はマドリッド協定にも加盟しているため、申請者は、オマーンで
申請中の商標に基づき、国際登録を得ることが可能である。その
上で申請者は、国際登録に対する保護を他の加盟国へ拡大適用す
ることができる。つまり、他の加盟国への窓口としてオマーンを
国際登録地に指定することが可能である。マドリッド協定の利点
は、同協定の利用による費用削減に加え、委任状、法人設立認可
証が必要とされず、それらにかかる費用が削減できる点にある。
（ただし、異議の申し立てがある場合、現地代理人の任命がある
場合には、これら書類が必要となる。） 

(c) 登録登録登録登録：：：：登録に関する主な問題 

• オマーン国民および外国人は、商工業省に商標登録を申請するこ
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とができる。しかし、現在、個人による申請は、追加必要条件が
満たされない限り、受領されない。 

• 一度に複数の種目に申請することはできない。個々の商品あるい
はサービスの種目に対し個別に申請が必要とされる。  

• 商標登録の申請が受領されると、その旨官報で告示され、関係者
は異議を申し立てることができる。 

• 告示から 2 ヶ月間以内に異議の申し立てが無いことを踏まえ、申
請者は申請日から 10 年間、商標の所有権および使用権が認められ
る。  

• 商標登録は、継続してさらに 10 年間更新することができる。  

• 商標登録手続きには平均 6 ヶ月から 8 ヶ月の期間を要する。 

(d) 無登録商標無登録商標無登録商標無登録商標：：：：  無登録商標の所有者は、商法（勅令 55/90）第 47

条および第 48 条により、欺瞞、詐欺あるいは他者による商標の使
用から保護されている。所有者は、商標の使用禁止を申請するこ
とができ、明確な理由がある場合、損害賠償を請求することがで
きる。 

(e) 著名著名著名著名なななな商標商標商標商標：：：： 国際的に良く知られる商標と同一の商標、あるい
は類似する商標の使用は、法律により固く禁じられている。しか
し、世界的に有名な商標であっても、（文化の違い、あるいは言
語の違いのため）地方当局が認識しないものもあるため、商標の
名誉そのものは必ずしも保護されるわけではない。 

(f) 不使用不使用不使用不使用：：：： 商標登録あるいは登録更新に際し、商標の使用
は必要条件ではない。しかし、商標登録の認定日から継続し
て 5 年間商標が使用されない場合、第三者は登録解除の手
続きを行なうことができるため、注意が必要である。 

(g) 譲渡譲渡譲渡譲渡およびおよびおよびおよびライセンスライセンスライセンスライセンス：：：： 商標の使用許諾および譲渡は、文書にて
商工業省に届け出ない限り、第三者に効力を持たない。登録済み
の商標に限り譲渡あるいは使用許可を与えることができる。 

(h) 侵害侵害侵害侵害とととと罰則罰則罰則罰則：：：： 商標の侵害は、第一審刑事裁判所に起訴することが
できる。登録商標の侵害は、最長 2 年間の禁固刑あるいは最大
OMR 2,000（USD 5,200）の罰金のいずれか、またはその両方の
罰則の対象となる。また裁判所は、商標の所有者への賠償金、模
倣品の押収および破棄を命じることができる。 

5 著作権著作権著作権著作権  

(a) 保護保護保護保護：：：：    勅令 2000 年第 37 号（著作権および隣接権に関する法律
を制定する勅令 2008 年第 65 号による改定）に基づき、文書、音
源、絵画、画像、映像、コンピューターソフトウェアなどあらゆ
る形式による著作物に対し著作権の保護が適用される。オマーン
国外で作成された著作物も、オマーンが加盟する国際条例に従い、
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保護の対象となる。著作権は、著作者の死後 50 年間保護される。
著作物の所有者が法人の場合、最初の出版・公表日から 50 年間、
著作権保護の対象となる。   

(b) 著作物著作物著作物著作物のののの種類種類種類種類：：：：    著作権の保護は、文学作品、学術上著作物、芸
術作品など知的活動による成果、音楽的表現、動作による演技な
どあらゆる種類の著作物に適用される。 

(c) 必要条件必要条件必要条件必要条件：：：：    オマーンで著作権の保護を受けるために登録は必要
条件ではない。しかし、商工業省に著作物の登録を申請した場合、
その申請者が同著作物の所有者とみなされる。 

(d) 侵害侵害侵害侵害およびおよびおよびおよび罰則罰則罰則罰則：：：： 著作権の侵害は、第一審刑事裁判所で審議され
る 。 著 作 権 の 侵 害 は 、 最 長 2 年 の 禁 固 刑 、 あ る い は 最 大
OMR2,000（US$5,200）の罰金のいずれか、またはその両方の罰
則などの対象となる。他の法律が定めるより厳しい罰則がない限
り、3 ヶ月以上 3 年未満の禁固刑および OMR2,000（US$5,200）
以上 OMR10,000（US$26,000 ）未満の罰金、または、これら罰
則のいずれかが課される。民事訴訟手続きおよび救済手段に関す
る条項 43 から 48 は、権利を侵害する者は、権利所有者に対し賠
償金を支払わなければならないと定めている。  

 

6 特許特許特許特許  

(a) 保護保護保護保護およびおよびおよびおよび登録登録登録登録：：：：    特許は、商工業省に登録することにより保護
の対象となる。登録手続きは以下のとおり：  

• オマーン国民および外国人は、商工業省に特許の登録を申請す
ることができる。  

• 特許の登録申請が受理されると、特許は保護の対象となり、官
報で告示される。 

• 特許の登録に反対する者は、告示後 60 日以内に異議を申し立て
ることができる。  

• 特許登録は 20 年間有効とされる。  

 

(b) 所有権所有権所有権所有権：：：： 発明の所有権は発明者が有する。発明者が被雇用者の
場合、契約上特別な取り決めがない限り、雇用者が発明の所有
権を有する。   

(c) 不使用不使用不使用不使用：：：： 登録特許は、登録日から 3 年以内に商業目的の利用が
ない場合、強制実施権の対象となる。  

(d) 譲渡譲渡譲渡譲渡：：：：    オマーンで登録特許に限り譲渡することができる。 

(e) 侵害侵害侵害侵害およびおよびおよびおよび罰則罰則罰則罰則：：：：    特許の侵害は、第一審刑事裁判所で審議さ
れ る 。 特 許 の 侵 害 は 、 最 長 2 年 の 禁 固 刑 あ る い は 最 大
OMR2,000（US$5,200）*の罰金、またはその両方などの罰則の
対象となる。また裁判所は、特許所有者への賠償金、模倣品の
押収および破棄を命じることができる。  
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7 意匠意匠意匠意匠 

(a) 保護および権利： 意匠（デザイン）は、商工業省に産業図面およ
び図案登録を行う必要がある。登録デザインは、登録日から 10 年
間保護される。 登録は、保護期間の期限前 6 ヶ月以内に更新申請
を行うことにより、さらに 10 年間更新することができる。   

(b) 譲渡およびライセンス： オマーンで登録されたデザインに限り
譲渡することができる。使用許諾および譲渡契約は、商工業省に
届け出ない限り、第三者に効力を持たない。 

(c) 侵害および罰則： 登録デザインの複製は、禁固刑あるいは罰金
の対象となる。また、デザインの所有者は、保護の対象となる図
面の第三者による商業目的の使用を防止する強制命令を要請する
ことができる。 

* 通貨換算は、下記日付の為替レートに基づく概算。 
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